
大野市学生合宿誘致事業補助金　交付までの流れ
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①補助金交付申請書（様式第１号）に必要事項を記入
し、大野市観光交流課に申請（メールによる提出可）
※事業計画書（様式第２号）もあわせて提出
※独自で作成した計画書がある場合は、添付して提出
※申請書及び事業計画書は、合宿開始日までに提出

②大野市より補助金交付決定通知書（様式第３号）を申
請者に送付

⑤合宿が終了したら、以下の書類を大野市観光交流課に
提出
・完了実績報告書（様式第６号）
・事業実績内訳書（様式第７号）
・宿泊証明書（様式第８号）
・地域交流活動に係る事業実績内訳書（様式第９号）
・補助金請求書（様式第１０号）
・アンケート
・振込先口座のコピー
※地域交流活動を実施していない場合は、様式第９号の
提出は不要
※振込先が申請者と違う場合は、委任状を添付する
　ex.サークルの代表者と通帳の名義人が違う場合等

⑥補助金の交付
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③大野市内で合宿を実施
※合宿で使用する施設や宿泊先は各団体で予約

④宿泊終了後に、宿泊施設から宿泊証明書（様式第８
号）を受け取る
※宿泊初日に宿泊証明書を宿泊施設に渡して、最終日に
受け取る（宿泊施設のハンコの押印を忘れないよう注
意）
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★申請書等各様式は、大野市ホームページからダウンロードできます


